
母子保健・健康教室・育児相談
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乳幼児子育て相談
乳幼児健康診査（個別通知します）

　ことばの遅れ、落ち着きがないなど、発達の遅れが心配な就学前のお子さんを
対象に、療育指導専門員や保健師等が、発達の相談、子育ての相談、療育等のサー
ビスの相談に個別に応じます。必要に応じて療育指導、知能検査等を行います。

〈対象〉就学前のお子さん

早期療育指導支援システム 予約制

　ことばが少し遅い、発達がゆっくりなど、子育てに心配のある方の相談等に
心理相談員、保育士、保健師が応じます。

〈内容〉個別相談、手遊び・親子体操、季節に合わせた工作等
〈時間〉午前10時00分～11時30分　〈場所〉保健センター

カンガルークラブ 予約制

　発達に不安のある方に、小児神経科専門医が診察を行います。※個別相談です。

〈対象〉就学前のお子さん　〈スタッフ〉小児神経科専門医、心理相談員、保健師
〈場所〉保健センター

コアラ教室（乳幼児健康診査二次検診） 予約制

〈持参物〉エプロン、三角巾、筆記用具、母子健康手帳
〈時　間〉午前10時～11時　　〈場所〉保健センター

離乳食教室 ※託児できます。 予約制（1週間前までに電話申込み）

開催日 R8  5/28 7/23 9/24 11/26 R9  1/28 3/25

　5か月以上の乳幼児の育児について、相談に応じます。
〈内　　容〉身体計測、歯みがき相談、栄養・子育て相談
〈受付時間〉午前9時30分～10時30分　〈場所〉保健センター
〈持 参 品〉母子健康手帳、歯ブラシ（歯みがき指導希望者のみ）

育児相談 予約制（前日までに電話申込み）

開催日 R8
4/22 5/27 6/24 7/22 8/26 9/30 10/28 11/25 12/23 R9

1/27 2/24 3/24

養育医療について
1 養育医療とは

　養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、
入院を必要とする乳児が、指定医療機関において
入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療
費を公費により負担する制度です。医療費は、世
帯の所得額に応じて、一部自己負担となります。

2 給付の対象となる方
　養育医療の給付対象となるのは、下記の①、②
のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要
と認める場合です。
①出生時の体重が2,000g以下
②生活能力が特に薄弱であるもの

不妊治療費助成事業
　保険適用外の特定不妊治療にかかる費用の一部
を助成します。

不育症治療費助成事業
　2回以上の流産等により不育症治療が必要と医
師に診断されている方へ、保険適用外の不育症治
療にかかる検査費及び治療費の一部を助成します。

助成の対象者には、それぞれ
条件があります。
※不妊治療は診療を開始した日に

おける妻の年齢が43歳未満の方
が対象です。詳細は健康づくり
支援課へお問い合わせください。

4か月児健康診査
内科診察、身体計測、子育て・母乳相談、離乳食相談

R8 5/21、7/16、9/17、11/19、R9 1/21、3/18
対象：R7.12月～R8.11月生まれ　健診の対象児を20名前後で調整して個別通知します。

1歳6か月児健康診査
内科及び歯科診察、歯みがき相談、希望者へのフッ素塗布、身体計測、子育て・栄養相談

R8 5/22、7/24、9/18、11/27、R9 1/22、3/26
対象：R6.9月～R7.8月生まれ　健診の対象児を20名前後で調整して個別通知します。

2歳児歯科健康診査
歯科診察、歯みがき指導、子育て・栄養相談

R8 4/2、6/4、8/6、10/1、12/3、R9 2/4
対象：R6.3月～R7.2月生まれ　健診の対象児を20名前後で調整して個別通知します。

3歳児健康診査
内科及び歯科診察、身体計測、尿検査、視力・聴力アンケート、目の屈折検査、
子育て・栄養相談

R8 4/10、5/8、7/10、8/21、10/9、11/13、R9 1/8、2/12
対象：R5.1月～12月生まれ　健診の対象児を20名前後で調整して個別通知します。

5歳児健康診査
内科診察、身体計測、子育て・栄養相談、心理相談

R8 4/16、5/28、6/18、7/23、8/20、10/15、11/26、12/17
R9 2/18、3/25
対象：R3.4月～R4.3月生まれ　健診の対象児を20名前後で調整して個別通知します。

※受付時間は個別通知にてお知らせします。　　　　　　　　　　　　場所：保健センター


